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徳
島
県
告
示
第
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

日
亜
化
学
工
業
株
式
会
社

住

所

阿
南
市
上
中
町
岡
四
九
一
番
地
一
〇
〇

代
表
者

代
表
取
締
役

小
川
裕
義

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

日
亜
化
学
工
業
株
式
会
社

辰
巳
工
場

所
在
地

阿
南
市
辰
己
町
一
番
地
一
九

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
二
十
七
号
イ
に

規
定
す
る
ろ
過
施
設
及
び
同
表
第
六
十
五
号
に
規
定
す
る
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
処
理
施
設

４

特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
生
活
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

令
和
七
年
一
月
十
日
か
ら

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

２

場
所

徳
島
県
生
活
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
阿
南
市
市
民
部
環
境
保
全
課



徳
島
県
告
示
第
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

合
同
会
社
フ
ァ
ー
ス
ト

徳
島
市
庄
町
五
丁
目
八
一
番
地

訪
問
介
護
は
い
さ
い

徳
島
市
国
府
町
早
淵
二
四
五
番

訪
問
介
護

令
和
六
年
十
月

令
和
六
年
十
一

の
一
四
七

地
二

橋
本
マ
ン
シ
ョ
ン
二
〇

二
十
八
日

月
三
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
宮
倉
太
田
三

サ
ポ
ー
ト
手
の
ひ
ら

阿
南
市
富
岡
町
北
通
り
三
番
地

同

同

十
一

同

十
二

つ
な
ぐ
手
た
け
の
こ

四
番
地
七

三

ガ
ー
デ
ン
ハ
イ
ツ
阿
南
Ｃ

月
七
日

月
七
日

一
〇
一
号
室

特
定
非
営
利
活
動
法
人

板
野
郡
藍
住
町
東
中
富
字
龍
池

さ
わ
や
か
徳
島
ヘ
ル
パ

板
野
郡
藍
住
町
富
吉
字
地
神
六

同

同

同

さ
わ
や
か
徳
島

傍
示
七
六
番
地
の
七

ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

〇
番
三

十
日

合
同
会
社
大
樹

吉
野
川
市
山
川
町
青
木
一
〇
五

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

吉
野
川
市
鴨
島
町
麻
植
塚
一
一

訪
問
看
護

同

十
月

同

十
一

番
地

ン
大
樹

二
―
五

七
日

月
三
十
日

特
定
非
営
利
活
動
法
人

板
野
郡
藍
住
町
東
中
富
字
龍
池

さ
わ
や
か
徳
島
訪
問
看

板
野
郡
藍
住
町
富
吉
字
地
神
六

同

同

十
一

同

十
二

さ
わ
や
か
徳
島

傍
示
七
六
番
地
の
七

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

〇
番
三

月
八
日

月
十
日



合
同
会
社
す
き
っ
ぷ

吉
野
川
市
山
川
町
堤
外
五
番
地

あ
る
く
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

吉
野
川
市
山
川
町
堤
外
五
番
地

通
所
介
護

同

十
月

同

十
一

一
七

一
七

三
十
日

月
三
十
日

特
定
非
営
利
活
動
法
人

板
野
郡
藍
住
町
東
中
富
字
龍
池

さ
わ
や
か
徳
島
デ
イ
サ

板
野
郡
藍
住
町
富
吉
字
地
神
六

同

同

十
一

同

十
二
月

さ
わ
や
か
徳
島

傍
示
七
六
番
地
の
七

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

〇
番
三

月
七
日

十
日



徳
島
県
告
示
第
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指

定

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

合
同
会
社
大
樹

吉
野
川
市
山
川
町
青
木
一
〇
五

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

吉
野
川
市
鴨
島
町
麻
植
塚
一
一

介
護
予
防
訪
問

令
和
六
年
十
月

令
和
六
年
十
一

番
地

ン
大
樹

二
―
五

看
護

七
日

月
三
十
日

特
定
非
営
利
活
動
法

板
野
郡
藍
住
町
東
中
富
字
龍
池

さ
わ
や
か
徳
島
訪
問
看

板
野
郡
藍
住
町
富
吉
字
地
神
六

同

同

十
一

同

十
二

人
さ
わ
や
か
徳
島

傍
示
七
六
番
地
の
七

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

〇
番
三

月
八
日

月
十
日



徳
島
県
告
示
第
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
薬
局

担

当

す

る

指

定

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

株
式
会
社
ウ
ィ
ズ
・
ワ
イ

海
部
郡
美
波
町
日
和
佐
浦
一
二

ア
イ
調
剤
薬
局
海
部
店

海
部
郡
牟
岐
町
大
字
中
村
字
杉

育
成
医
療
（
薬
局
）

令
和
六
年
五
月

二
番
地
三

谷
一
八
二
番
地
一

更
生
医
療
（
薬
局
）

一
日

株
式
会
社
ア
イ
ン
フ
ァ
ー

北
海
道
札
幌
市
白
石
区
東
札
幌

ア
イ
ン
薬
局
中
島
田
店

徳
島
市
中
島
田
町
三
丁
目
六
〇

同

同

六
月

マ
シ
ー
ズ

五
条
二
丁
目
四
番
三
〇
号

－

一

一
日

株
式
会
社
レ
デ
イ
薬
局

愛
媛
県
松
山
市
南
江
戸
四
丁
目

レ
デ
イ
薬
局
沖
浜
店

同

沖
浜
町
南
開
三
二
二
番

同

同

三
番
三
七
号

地
一

株
式
会
社
ｚ
ｏ
ｏ
フ
ァ
ー

大
阪
市
北
区
万
歳
町
三－

一
六

こ
あ
ら
薬
局

同

名
東
町
一
丁
目
九
一
番

同

同

七
月

マ
シ
ー

天
満
病
院
グ
ル
ー
プ
梅
田
ビ
ル

一
日

有
限
会
社
井
上
調
剤
薬
局

徳
島
市
南
田
宮
二
丁
目
一
番
六

井
上
調
剤
薬
局
市
場
店

阿
波
市
市
場
町
香
美
字
郷
社
本

同

同

八
月

六
号
ハ
イ
ツ
明
日
華

二
三
〇
番
地
一
〇

一
日

株
式
会
社
徳
島
ベ
ー
ス

同

川
内
町
大
松
八
〇
二
番

オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
調
剤
薬
局

徳
島
市
佐
古
八
番
町
三－

一
四

同

同

地
四

佐
古
店



株
式
会
社
三
愛
薬
局

鳴
門
市
撫
養
町
南
浜
字
東
浜
三

三
愛
薬
局
大
津
支
店

鳴
門
市
大
津
町
木
津
野
字
仲
ノ

同

同

六
六
番
地
二

越
五
一－

一

株
式
会
社
ナ
ー
シ
ー
ズ

徳
島
市
丈
六
町
丈
領
一
七
四
番

き
り
ん
調
剤
薬
局
富
岡
店

阿
南
市
富
岡
町
東
新
町
一
二
二

同

同

九
月

地
の
一
四

番
地

一
日

株
式
会
社
共
生
バ
ッ
ク
ア

板
野
郡
松
茂
町
広
島
字
北
川
向

ハ
ー
ト
調
剤
薬
局
鳴
門
店

鳴
門
市
撫
養
町
小
桑
島
字
前
浜

同

同

十
月

ッ
プ
シ
ス
テ
ム

弐
ノ
越
九
九－

二

二
二
二
番
三

一
日

株
式
会
社
レ
イ
ル

徳
島
市
佐
古
六
番
町
七－

四

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
北
佐

徳
島
市
北
佐
古
二
番
町
五－

二

同

同

古
店

〇

株
式
会
社
ウ
ィ
ズ
・
ワ
イ

海
部
郡
美
波
町
日
和
佐
浦
一
二

お
お
ざ
と
薬
局
阿
南
店

阿
南
市
西
路
見
町
元
村
一
二
番

同

同

二
番
地
三

地
一

株
式
会
社
グ
ラ
ン
ド
プ
ラ

徳
島
市
助
任
橋
四
丁
目
八
番
地

す
だ
ち
薬
局
上
板
店

板
野
郡
上
板
町
七
條
字
山
神
二

同

同

十
一

ス

の
一

一－

五

月
一
日

株
式
会
社
Ｄ
Ｔ
Ｔ
メ
デ
ィ

吉
野
川
市
鴨
島
町
内
原
二
五
九

ご
し
ょ
調
剤
薬
局

阿
波
市
土
成
町
吉
田
字
原
田
市

同

同

カ
ル

番
地

の
四

三
二
番
六



徳
島
県
告
示
第
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
七
年
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
病
院
又
は
診
療
所

担

当

す

る

指
定
更
新

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

日
本
赤
十
字
社

東
京
都
港
区
芝
大
門
一－

一－

徳
島
赤
十
字
病
院

小
松
島
市
小
松
島
町
字
井
利
ノ

育
成
医
療
（
腎
臓
に
関
す

令
和
六
年
五
月

三

口
一
〇
三
番
地

る
医
療
）

一
日

更
生
医
療
（
腎
臓
に
関
す

る
医
療
）

同

同

同

同

育
成
医
療
（
心
臓
脈
管
外

同

科
に
関
す
る
医
療
）

更
生
医
療
（
心
臓
脈
管
外

科
に
関
す
る
医
療
）

社
会
医
療
法
人
川
島
会

徳
島
市
北
佐
古
一
番
町
六
番
一

藍
住
川
島
ク
リ
ニ
ッ
ク

板
野
郡
藍
住
町
徳
命
字
前
須
西

更
生
医
療
（
腎
臓
に
関
す

同

七
月

号

九
八
番
一

る
医
療
）

一
日

医
療
法
人
慈
友
会

小
松
島
市
赤
石
町
一
四
番
二
七

ラ
イ
フ
ク
リ
ニ
ッ
ク

小
松
島
市
赤
石
町
一
四
番
二
七

同

同

十
一

号

号

月
一
日

日
本
赤
十
字
社

東
京
都
港
区
芝
大
門
一－

一－

徳
島
赤
十
字
病
院

同

小
松
島
町
字
井
利
ノ

育
成
医
療
（
耳
鼻
咽
喉
科

同

十
二



三

口
一
〇
三
番
地

に
関
す
る
医
療
）

月
一
日

更
生
医
療
（
耳
鼻
咽
喉
科

に
関
す
る
医
療
）

同

同

同

同

育
成
医
療
（
整
形
外
科
に

同

関
す
る
医
療
）

更
生
医
療
（
整
形
外
科
に

関
す
る
医
療
）

同

同

同

同

育
成
医
療
（
形
成
外
科
に

同

関
す
る
医
療
）

更
生
医
療
（
形
成
外
科
に

関
す
る
医
療
）

同

同

同

同

育
成
医
療
（
腎
移
植
に
関

同

す
る
医
療
）

更
生
医
療
（
腎
移
植
に
関

す
る
医
療
）

医
療
法
人
小
倉
診
療
所

徳
島
市
蔵
本
町
二
丁
目
二
七
番

医
療
法
人
小
倉
診
療
所

徳
島
市
蔵
本
町
二
丁
目
二
七
番

育
成
医
療
（
腎
臓
に
関
す

同

地

地

る
医
療
）

更
生
医
療
（
腎
臓
に
関
す

る
医
療
）

医
療
法
人
杏
寿
会

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
四

医
療
法
人
杏
寿
会
遠
藤
整

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
一

育
成
医
療
（
整
形
外
科
に

同

八
六－

一

形
外
科

二
六
三－
一

関
す
る
医
療
）

更
生
医
療
（
整
形
外
科
に



関
す
る
医
療
）

医
療
法
人
天
真
歯
科
矯
正

小
松
島
市
小
松
島
町
字
北
浜
三

天
真
歯
科
矯
正
歯
科

小
松
島
市
小
松
島
町
字
北
浜
三

育
成
医
療
（
歯
科
矯
正
に

同

歯
科

六－

二

六－

二

関
す
る
医
療
）

更
生
医
療
（
歯
科
矯
正
に

関
す
る
医
療
）

医
療
法
人
真
樹
会

徳
島
市
佐
古
七
番
町
五
番
三
号

医
療
法
人
真
樹
会
宇
高
耳

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
六

育
成
医
療
（
耳
鼻
咽
喉
科

同

鼻
咽
喉
科
医
院

三
五－

二
九

に
関
す
る
医
療
）

更
生
医
療
（
耳
鼻
咽
喉
科

に
関
す
る
医
療
）

医
療
法
人
う
ず
し
お
会

鳴
門
市
撫
養
町
立
岩
字
元
地
二

医
療
法
人
う
ず
し
お
会
岩

鳴
門
市
撫
養
町
立
岩
字
元
地
二

更
生
医
療
（
腎
臓
に
関
す

同

八
〇

朝
病
院

八
〇

る
医
療
）



徳
島
県
告
示
第
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
七
年
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
訪
問
看
護
事
業
者

担

当

す

る

指
定
更
新

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

株
式
会
社
Ｌ
ｉ
ｂ
ｒ
ａ

徳
島
市
北
田
宮
一
丁
目
七－

二

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

徳
島
市
北
田
宮
一
丁
目
七－

二

育
成
医
療
（
訪
問
看
護
）

令
和
六
年
十
月

四
山
中
ビ
ル
Ｊ
号
室

り
ぶ
ら

四
山
中
ビ
ル
Ｊ
号
室

更
生
医
療
（
訪
問
看
護
）

一
日



徳
島
県
告
示
第
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
を
更
新
し
た
。

令
和
七
年
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
薬
局

担

当

す

る

指
定
更
新

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

や
ま
も
も
薬
局
有
限
会
社

阿
南
市
富
岡
町
滝
ノ
下
一
七－

や
ま
も
も
調
剤
薬
局
日
赤

小
松
島
市
小
松
島
町
字
井
利
ノ

育
成
医
療
（
薬
局
）

令
和
六
年
五
月

四

口
一
〇
四
Ｔ
Ｎ
ビ
ル

更
生
医
療
（
薬
局
）

一
日

有
限
会
社
ａ
ｄ
ｄ

徳
島
市
蔵
本
元
町
二
丁
目
四
〇

あ
り
す
調
剤
薬
局

徳
島
市
蔵
本
町
二
丁
目
三
〇
番

同

同

番
地
七

地
一

株
式
会
社
ア
ッ
プ
ル
調
剤

阿
南
市
那
賀
川
町
赤
池
一
七
五

ア
ッ
プ
ル
調
剤
薬
局
日
赤

小
松
島
市
小
松
島
町
字
井
利
ノ

同

同

薬
局

番
地
三

店

口
一
〇
四

同

同

ア
ッ
プ
ル
調
剤
薬
局
赤
池

阿
南
市
那
賀
川
町
赤
池
一
七
五

同

同

店

番
地
三

レ
リ
ー
プ
株
式
会
社

徳
島
市
沖
浜
町
明
治
開
三
四
二

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
日
赤
店

小
松
島
市
小
松
島
町
字
井
利
ノ

同

同

六
月

口
一
〇
四

一
日

株
式
会
社
エ
ス
エ
ム
エ
ス

同

南
田
宮
二
丁
目
八
番
一

ひ
か
り
薬
局
城
東
店

徳
島
市
城
東
町
一
丁
目
八
番
二

同

同

ク
ラ
ス

号

五
号



同

同

コ
コ
ロ
調
剤
薬
局

同

山
城
町
西
浜
傍
示
一
六

同

同

二－

一

レ
リ
ー
プ
株
式
会
社

同

沖
浜
町
明
治
開
三
四
二

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
藍
住
店

板
野
郡
藍
住
町
徳
命
字
前
須
西

同

同

七
月

七
八
番
地
四

一
日

ア
ク
サ
ス
株
式
会
社

同

山
城
西
四
丁
目
二
番
地

チ
ャ
ー
リ
ー
薬
局
沖
浜
店

徳
島
市
沖
浜
三
丁
目
五
番
地

同

同

八
月

一
日

株
式
会
社
ナ
ー
シ
ー
ズ

同

丈
六
町
丈
領
一
七
四
番

ひ
か
り
漢
方
薬
局

同

北
島
田
町
一
丁
目
一
四

同

同

地
一
四

五

株
式
会
社
共
生
バ
ッ
ク
ア

板
野
郡
松
茂
町
広
島
字
北
川
向

ハ
ー
ト
調
剤
薬
局
三
加
茂

三
好
郡
東
み
よ
し
町
加
茂
一
八

同

同

ッ
プ
シ
ス
テ
ム

弐
ノ
越
九
九－

二

店

八
三－

一
三

有
限
会
社
大
正
堂

徳
島
市
国
府
町
中
一
七
四－

一

ケ
イ
調
剤
薬
局

板
野
郡
板
野
町
下
庄
字
古
杉
一

同

同

九
月

〇
五－

一

一
日

有
限
会
社
Ｃ
・
Ｎ
フ
ァ
ー

小
松
島
市
南
小
松
島
町
八－

四

し
お
か
ぜ
調
剤
薬
局
駅
前

小
松
島
市
松
島
町
一－

六

同

同

マ
シ
ー

店

株
式
会
社
エ
ス
エ
ム
エ
ス

徳
島
市
南
田
宮
二
丁
目
八
番
一

ひ
か
り
薬
局
板
野
店

板
野
郡
板
野
町
那
東
字
楠
木
一

同

同

ク
ラ
ス

号

－
一

株
式
会
社
レ
デ
イ
薬
局

愛
媛
県
松
山
市
南
江
戸
四
丁
目

レ
デ
イ
薬
局
羽
ノ
浦
店

小
松
島
市
大
林
町
字
高
橋
五
一

同

同

三
番
三
七
号

番
地
一



株
式
会
社
三
愛
薬
局

鳴
門
市
撫
養
町
南
浜
字
東
浜
三

三
愛
薬
局
蔵
本
支
店

徳
島
市
佐
古
八
番
町
二
番
二
一

同

同

十
月

六
六－

二

－

一

一
日

有
限
会
社
ア
ピ
ス
フ
ァ
ー

徳
島
市
春
日
二
丁
目
五
番
四
六

コ
ス
タ
薬
局

同

八
万
町
犬
山
二
三
二－

同

同

マ

号

八

槇

学

同

八
万
町
法
花
谷
二
七
二

天
心
堂
薬
局

同

法
花
谷
二
七
二

同

同

十
一

－

二

－

二

月
一
日

有
限
会
社
三
谷
薬
局

同

幸
町
三
丁
目
三
七
番
地

三
谷
薬
局
渭
北
店

同

吉
野
本
町
一
丁
目
一
三

同

同

番
地

田
中

奉
子

阿
南
市
桑
野
町
岡
ノ
鼻
一
番
地

ア
ナ
ン
薬
局

阿
南
市
富
岡
町
滝
の
下
一
七－

同

同

四

株
式
会
社
都
築
メ
デ
ィ
カ

徳
島
市
丈
六
町
丈
領
六
三
番
地

ツ
ヅ
キ
調
剤
薬
局
田
浦
店

小
松
島
市
田
浦
町
字
近
里
八
一

同

同

ル

の
一
八

番
地

株
式
会
社
都
メ
デ
ィ
カ
ル

小
松
島
市
江
田
町
字
大
江
田
三

ツ
ヅ
キ
調
剤
薬
局
バ
イ
パ

同

江
田
町
字
大
江
田
三

同

同

三－

一

ス
店

三－

一

村
上

友
子

同

小
松
島
町
字
北
浜
五

ヒ
ノ
ミ
ネ
薬
局

同

小
松
島
町
字
北
浜
五

同

同

－

四

－

三

工
藤
商
事
株
式
会
社

徳
島
市
福
島
一
丁
目
五－

一

く
ど
う
薬
局

徳
島
市
福
島
一
丁
目
五－

一

同

同

株
式
会
社
サ
ン
コ
ー
フ
ァ

美
馬
市
脇
町
大
字
脇
町
七
一
四

サ
ン
コ
ー
調
剤
薬
局
猪
尻

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
東
分

同

同

ー
マ
シ
ー

番
地
一

店

二
八
番
地
一



株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
・

徳
島
市
北
常
三
島
町
一
丁
目
一

常
三
島
調
剤
薬
局

徳
島
市
北
常
三
島
町
一
丁
目
一

同

同

ア
シ
ス
ト

〇
番
地
一
七

〇
番
地
一
七

有
限
会
社
郡
茂
薬
局

同

東
新
町
二
丁
目
六
番
地

ぐ
ん
も
調
剤
薬
局

同

八
万
町
大
坪
一
七
七－

同

同

二

六

有
限
会
社
Ｃ
・
Ｎ
フ
ァ
ー

小
松
島
市
南
小
松
島
町
八
番
四

薬
局
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

同

名
東
町
三
丁
目
四
一
〇

同

同

マ
シ
ー

号
－

七

同

同

う
ず
し
お
調
剤
薬
局

鳴
門
市
撫
養
町
斎
田
字
北
浜
一

同

同

三
三

同

同

し
お
か
ぜ
調
剤
薬
局

小
松
島
市
南
小
松
島
町
八
番
四

同

同

号

株
式
会
社
エ
ス
エ
ム
エ
ス

徳
島
市
南
田
宮
二
丁
目
八
番
一

ひ
か
り
薬
局
調
剤
セ
ン
タ

徳
島
市
城
東
町
一
丁
目
八
番
二

同

同

ク
ラ
ス

号

ー

五
号

株
式
会
社
柴
田
薬
局

板
野
郡
板
野
町
吹
田
字
町
南
二

柴
田
調
剤
薬
局

板
野
郡
板
野
町
大
寺
字
大
向
北

同

同

七
番
地
の
七

九
九－

三

北
村

光
作

徳
島
市
北
田
宮
二
丁
目
一－

二

は
な
薬
局
新
蔵
店

徳
島
市
新
蔵
町
一
丁
目
二
七－

同

同

十
二

七－

八
〇
三

一
昭
和
園
ビ
ル
一
Ｆ

月
一
日

有
限
会
社
ケ
ー
ズ
メ
デ
ィ

同

伊
賀
町
三
丁
目
一
〇－

ク
ロ
ー
バ
ー
調
剤
薬
局
城

同

城
南
町
三
丁
目
六－

三

同

同

カ
ル

二

南
店

五



徳
島
県
告
示
第
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
病
院
又
は
診
療
所

担

当

す

る

変

更

名

称

名

称

所

在

地

所

在

地

医
療
の
種
類

年

月

日

旧

新

独
立
行
政
法
人
国
立
病

東
京
都
目
黒
区
東
が
丘
二

独
立
行
政
法
人
国
立
病

独
立
行
政
法
人
国
立
病

板
野
郡
板
野
町
大
寺
字
大

育
成
医
療
（
腎
臓

令
和
六
年
四
月

院
機
構

丁
目
五
番
二
一
号

院
機
構
東
徳
島
医
療
セ

院
機
構
と
く
し
ま
医
療

向
北
一－

一

に
関
す
る
医
療
）

一
日

ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
東
病
院

更
生
医
療
（
腎
臓

に
関
す
る
医
療
）



徳
島
県
告
示
第
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
。

令
和
七
年
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者

指
定
自
立
支
援
医
療
を
行
う
薬
局

担

当

す

る

辞

退

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

医

療

の

種

類

年

月

日

西
岡

す
み
子

鳴
門
市
大
麻
町
板
東
字
采
女
一

西
岡
薬
局

鳴
門
市
大
麻
町
板
東
字
西
山
田

育
成
医
療
（
薬
局
）

令
和
六
年
八
月

一－

四

五
一－

五

更
生
医
療
（
薬
局
）

三
十
一
日



徳
島
県
告
示
第
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
七
年
一
月
十
日
か
ら
同
年
五
月
十
日
ま

で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ポ
ジ
シ
ョ
ン

香
川
県
高
松
市
番
町
二
丁
目
一
七
番
一
五
号

フ
ァ

平
山

剛

ロ
ス
第
一
ビ
ル
六
階

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
徳
島
店

所
在
地

徳
島
市
応
神
町
古
川
戎
子
野
四
八
番
地
の
一
ほ
か

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(一)

変
更
前

（
仮
称
）
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
徳
島
応
神
町
店

変
更
後

Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
徳
島
店

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表

(二)
者
の
氏
名

変
更
前氏

名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ポ
ジ
シ
ョ
ン

香
川
県
高
松
市
丸
の
内
一
一
番
一
三
号

平
山

剛

変
更
後氏

名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ポ
ジ
シ
ョ
ン

香
川
県
高
松
市
番
町
二
丁
目
一
七
番
一
五
号

平
山

剛

フ
ァ
ロ
ス
第
一
ビ
ル
六
階

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

(三)
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前氏

名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
一
九
番
一
〇
号

大
原

孝
治

変
更
後氏

名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
一
九
番
一
〇
号

吉
田

直
樹

４

変
更
年
月
日

３
の

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

(一)



３
の

令
和
三
年
三
月
二
十
二
日

(二)

３
の

令
和
元
年
九
月
二
十
五
日

(三)

二

届
出
年
月
日

令
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日

三

届
出
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
並
び
に
徳
島

県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

２

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
一
月
十
日
か
ら
同
年
五
月
十
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
商
業
振
興
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業

支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
並
び
に
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
十
四
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
那
賀
町
海
川
字
旭
五
一
、
六
一
の
二
、
七
三
の
一
、
七
三
の
五
、
七
四
の
一
、
八
〇
、
八
五

の
一
、
字
エ
ノ
キ
タ
ニ
一
二
の
一
、
一
三
の
一
、
二
〇
の
一
、
二
四
、
字
ヲ
フ
ウ
チ
三
〇
の
一
、
字
西

俣
四
、
三
九
、
五
九
の
一
、
五
九
の
二
、
六
一
、
六
四
、
六
五
、
九
一
の
一
、
九
一
の
二
、
一
○
九
、

一
○
九
の
二
、
一
二
三
の
二
、
字
東
俣
三
六
の
一
、
三
六
の
二
、
三
八
、
四
〇
、
一
一
六
、
一
一
八
、

一
一
九
、
一
二
一
、
一
三
五
の
一
、
一
三
八
、
一
七
四
の
二
、
字
本
郷
八
、
字
南
三
七

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産
部
森
林
土
木
・
保
全
課
及
び

那
賀
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
十
五
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容

を
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

三
好
市
東
祖
谷
若
林
二
二
五
の
一
九

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅



徳
島
県
告
示
第
十
六
号

次
の
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
に
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

海
部
郡
牟
岐
町
大
字
河
内
字
に
し
か
わ
ま
た
一
七
四
二
の
一
、
字
西
笹
見
一
八
三
一
、
字
は
や
ま
だ

に
一
七
一
九
、
字
東
笹
見
一
八
三
〇
の
一
、
大
字
中
村
字
清
水
一
五
四
の
四
、
一
六
〇
の
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
に
し
か
わ
ま
た
一
七
四
二
の
一
・
字
西
笹
見
一
八
三
一
・
字
は
や
ま
だ
に
一
七
一
九
・
字
東

笹
見
一
八
三
〇
の
一
・
字
清
水
一
五
四
の
四
・
一
六
〇
の
四
（
以
上
六
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
森
林
土
木
・
保
全
課
び
牟
岐
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
一
月
十
日
か
ら
二
週

間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

阿
南
市
椿
町
加
茂
前
六
〇
番

七
地
先
か
ら

旧

五
・
三
～
六
・
八

一
〇
三
・
二

同

三
一
番

０

六
地
先
ま
で

０

蒲
生
田
福
井

２

阿
南
市
椿
町
加
茂
前
六
〇
番

七
か
ら

新

五
・
八
～
七
・
四

一
〇
三
・
二

同

三
一
番

六
地
先
ま
で



徳
島
県
告
示
第
十
八
号

徳
島
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
徳
島
県
規
則
第
九
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き

次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
同
規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
十
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

日
時

令
和
七
年
二
月
四
日
（
火
曜
日
）
午
後
二
時
か
ら

二

場
所

阿
南
市
富
岡
町
あ
王
谷
四
六
番
地

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
（
阿
南
庁
舎
）
本
館

三

公
述
の
申
出

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
令
和
七
年
一
月
二
十
九
日
（
水
曜
日
）
ま
で

に
、
意
見
の
要
旨
、
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
理
由
並
び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
徳
島

県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
へ
提
出
す
る
こ
と
。

四

都
市
計
画
の
素
案
の
概
要

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

主

な

変

更

内

容

徳
島
東
部
計
画
道
路
一
・
三
・
二
号

阿
南
市
福
井
町
、
新
野
町
、
橘
町
、
桑
野
町
、
内
原
町
、
長
生
町

阿
南
鳴
門
線

及
び
下
大
野
町
で
区
域
を
変
更
す
る
。

五

関
係
図
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

徳
島
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
高
規
格
道
路
課
並
び
に
阿
南
市
都
市
整
備
部
都
市
政
策
課

及
び
建
設
部
広
域
連
携
事
業
課

２

縦
覧
期
間

令
和
七
年
一
月
十
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及

び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く

。
）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

六

そ
の
他

１

公
述
す
る
者
が
い
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
を
開
催
し
な
い
。

２

こ
の
公
聴
会
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
徳
島
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
八
八
―
六
二

一
―
二
五
六
三
）
へ
す
る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
十
九
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
竣
功
を
認
可
し
た
。

し
ゆ
ん

令
和
七
年
一
月
十
日

橘
港
港
湾
管
理
者

徳
島
県

代
表
者

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

竣
功
認
可
を
受
け
た
者

し
ゆ
ん

１

氏
名
又
は
名
称

徳
島
県

２

住

所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

３

代
表
者
の
氏
名

徳
島
県
知
事

後
藤
田
正
純

４

代
表
者
の
住
所

徳
島
市
幸
町
一
丁
目
三
七
番
地

二

埋
立
区
域

１

位
置

⑴

Ａ
区
域

阿
南
市
橘
町
豊
浜
三
六
番
九
の
地
先
公
有
水
面

⑵

Ｂ
区
域

阿
南
市
橘
町
豊
浜
三
六
番
九
及
び
西
浜
一
九
五
番
の
各
地
先
公
有
水
面

２

区
域

⑴

Ａ
区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
、
ａ
の
地
点
か
ら
ｍ
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
ｍ

の
地
点
と
ａ
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
六
年
の
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
プ
ラ
ス
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

ａ
の
地
点

国
土
地
理
院
橘
四
等
三
角
点
（
北
緯
三
三
度
五
二
分
四
〇
秒
一
二
三
三
、
東
経
一
三

四
度
三
八
分
二
四
秒
五
九
〇
八
。
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
か
ら
一
八
五
度
二
六
分

一
五
秒
八
一
二
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｉ
の
地
点

基
点
か
ら
二
三
八
度
二
八
分
二
一
秒
一
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｊ
の
地
点

ｉ
の
地
点
か
ら
三
五
二
度
三
五
分
〇
九
秒
五
六
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｋ
の
地
点

ｊ
の
地
点
か
ら
二
六
二
度
三
五
分
〇
九
秒
〇
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｌ
の
地
点

ｋ
の
地
点
か
ら
三
五
二
度
三
五
分
〇
九
秒
五
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｍ
の
地
点

ｌ
の
地
点
か
ら
八
二
度
三
八
分
二
四
秒
一
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑵

Ｂ
区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
、
ａ
の
地
点
と
ｂ
の
地
点
、
ｂ
の
地
点
と
９
の
地
点
を
結
ぶ
平

成
十
六
年
の
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
プ
ラ
ス
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地

と
の
境
界
線
、
９
の
地
点
と
ｃ
の
地
点
を
結
ぶ
令
和
四
年
十
一
月
九
日
付
け
徳
島
県
指
令
運
第
四

〇
七
六
号
で
竣
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
（
Ｄ
Ｌ
プ
ラ
ス
一
・
七
〇
メ
ー

し
ゆ
ん

ト
ル
）
、
ｃ
の
地
点
か
ら
ｉ
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
ａ
の
地
点
と
ｉ
の
地
点
を
結

ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

ａ
の
地
点

基
点
か
ら
一
八
五
度
二
六
分
一
五
秒
八
一
二
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｂ
の
地
点

ａ
の
地
点
か
ら
一
四
六
度
四
〇
分
二
四
秒
一
〇
二
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

９
の
地
点

ｂ
の
地
点
か
ら
一
四
七
度
二
一
分
五
六
秒
五
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｃ
の
地
点

９
の
地
点
か
ら
一
四
六
度
三
四
分
五
八
秒
一
二
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｄ
の
地
点

ｃ
の
地
点
か
ら
二
三
六
度
四
〇
分
〇
〇
秒
一
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｅ
の
地
点

ｄ
の
地
点
か
ら
三
二
六
度
四
〇
分
二
一
秒
一
〇
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｆ
の
地
点

ｅ
の
地
点
か
ら
五
六
度
三
九
分
三
四
秒
〇
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点



ｇ
の
地
点

ｆ
の
地
点
か
ら
三
二
六
度
三
九
分
三
四
秒
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｈ
の
地
点

ｇ
の
地
点
か
ら
二
三
六
度
三
九
分
三
四
秒
〇
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｉ
の
地
点

ｈ
の
地
点
か
ら
三
二
六
度
三
九
分
三
四
秒
一
〇
〇
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

⑴

Ａ
区
域

六
五
・
七
二
平
方
メ
ー
ト
ル

⑵

Ｂ
区
域

一
三
四
・
六
八
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

１

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
日

２

埋
立
て
の
免
許
の
番
号

徳
島
県
指
令
港
第
四
〇
一
一
号

四

竣
功
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日

し
ゆ
ん

五

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村
名

阿
南
市


